
第10回定例会議の開催状況 
                                           

第１ 日時 
  令和７年４月３日(木)午後１時10分から午後３時15分 
 

第２ 場所 
  公安委員会室 

 
第３ 出席者 
 １ 公安委員会 

・ 澤田委員長 
・ 津田委員 
・ 髙見澤委員 
・  小坂委員 
・ 水谷委員 

 
 ２ 警察本部 

・ 本部長 
・ 総務部長 
・ 警務部長 
・ 刑事部長 
・ 生活安全部長 
・ 地域部長 
・ 交通部長 
・ 警備部長 
・ 神戸市警察部長兼首席監察官兼第一方面本部長 
・ 警察学校長 
・ 情報通信部長 
・ サイバーセキュリティ・捜査高度化センター長 
・ 訟務官 
・  警備課次席 
・ 公安委員会補佐室長 
・ 運転免許課管理官 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第４ 定例会議の概要 

１ 大阪・関西万博に伴う総合的警備対策の推進について                

   警備部長から、大阪・関西万博の概要、県内関連行事、総合的警備対策につい

て報告があった。 

   委員から「大阪・関西万博の開催に伴い、近隣の観光地にもたくさんの人が訪

れることになると思うが、官民一体となった形での警備の推進をお願いしたい。」

との発言があった。 

 

２ 初任科生の入校式について                   

警察学校長から、「令和７年４月９日(水)午前10時30分から午前11時30分ころま

での間、警察学校において、初任科第567期生、初任科第568期生及び一般職員初

任科第38期の入校式が執り行われる。」との報告があった。 

 

３ 公安委員会が保有する個人情報に係る開示請求に対する決定（案）について 

公安委員会補佐室長から、「令和７年３月、兵庫県居住の者から、公安委員会が  

保有する個人情報に係る開示請求がなされたが、部分開示としたい。」との説明 

があり、公安委員会が保有する個人情報に係る開示請求に対する対応を決定した。 

 

４ 公安委員会宛て文書等の苦情受理等について                       

公安委員会補佐室長から、令和７年３月24日(月)から同年３月30日(日)までの   

間における公安委員会宛て文書等の収受について説明があり、４件の苦情受理、   

１件の内部公益通報受理を決定した。 

 

５ 運転免許の効力停止処分に対する審査請求について                    

   訟務官から、「令和６年７月、警察本部長は、審査請求人に30日間の運転免許の   

効力停止処分を執行した。これに対し、同年10月、審査請求人から、本件処分の

取消しを求める審査請求がなされた。」との説明があり、運転免許の効力停止処分

に対する審査請求を裁決した。 

 

６ 運転免許証の更新処分に対する審査請求について 

訟務官から、「令和６年９月、公安委員会は、審査請求人に一般運転者区分とす   

る運転免許証の更新処分を行った。これに対し、同年９月、審査請求人から、本

件処分の取消し及び優良運転者区分の免許証の交付を求める審査請求がなされ

た。」との説明があり、運転免許証の更新処分に対する審査請求を裁決した。 

 

７ 放置違反金公示納付命令処分に対する審査請求について 

訟務官から、「令和６年４月、公安委員会は、審査請求人に放置違反金公示納付   

命令処分を行った。これに対し、同年６月、審査請求人から、本件処分の取消し

を求める審査請求がなされた。」との説明があり、放置違反金公示納付命令処分に

対する審査請求を裁決した。 

 

 

 



８ 令和７年度特別訓練員訓練開始式の実施について 

令和７年度特別訓練員訓練開始式の実施日程、実施場所及び出席予定者等につ

いて報告があった。 

 

９ 第97回選抜高等学校野球大会に伴う雑踏警備の実施結果について 

令和７年３月18日(火)から同年３月30日(日)までの13日間、阪神甲子園球場及

びその周辺において実施した第97回選抜高等学校野球大会に伴う雑踏警備の実施

結果について報告があった。 

 

10 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に   

係る兵庫県公安委員会への通報について 

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に

係る兵庫県公安委員会への通報受理日時、通報受理警察署、通報内容等について

報告があった。 

 

11 運転免許の行政処分について 

運転免許課管理官から、運転免許の行政処分に関する意見の聴取等に関する説

明があり、次のとおり運転免許の行政処分を決定した。 

１ 運転免許取消処分に係る「意見の聴取」～20名 

２  運転免許取消処分に係る「聴聞」～８名 

 


